
内
閣
衆
質
一
五
一
第
一
〇
七
号

平
成
十
三
年
八
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
外
一
名
提
出
廃
棄
物
処
理
法
の
弾
力
的
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
三
年
八
月
三
日
受
領

答
弁
第
一
〇
七
号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
外
一
名
提
出
廃
棄
物
処
理
法
の
弾
力
的
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い

う
。
）
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
廃
棄
物
処

理
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
、

こ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

い
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
っ
て

は
、
市
長
又
は
区
長
）
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
三
第
三
号
又
は
第
十
四
条
の
三
第
三
号
（
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
廃
棄
物
処
理
業
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
繰
り
返
し
罰
金
以
下
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
、
当
該
廃
棄
物
処
理

業
者
が
そ
の
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
を
期
待
し
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事

（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
は
、
当
該
廃
棄
物
処
理
業
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第

一



七
条
第
三
項
第
四
号
ホ
に
定
め
る
「
そ
の
業
務
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り

る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
解

さ
れ
る
。

二
に
つ
い
て

農
地
法
及
び
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
定
め
る
事
務
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
に
関
連
し

て
問
題
と
な
り
得
る
も
の
と
し
て
は
、
農
地
法
で
は
農
地
転
用
許
可
事
務
が
、
都
市
計
画
法
で
は
開
発
許
可
事
務
が
該
当
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
農
地
法
に
お
い
て
は
、
第
四
条
又
は
第
五
条
に
基
づ
く
許
可
（
転
用
し
よ
う
と
す
る
面
積
が
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
第
八
十
三
条
の
二
に
基
づ
く
無
断
転
用
に
対
す
る
処
分
は
、
都
道
府
県
知
事

の
権
限
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
都
市
計
画
法
に
お
い
て
は
、
第
二
十
九
条
又
は
第
四
十
三
条
に
基
づ
く
許
可

及
び
第
八
十
一
条
に
基
づ
く
監
督
処
分
等
は
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
特
例
市
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指

定
都
市
等
の
長
）
の
権
限
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
お
い
て
は
、
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
で
、
都
道
府

県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
が
で

二



き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
道
府
県
が
条
例
に
よ
り
、
前
述
の
農
地
法
や
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
都
道
府

県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
市
町
村
に
委
譲
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
相
模
原
市
に
あ
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
く
神
奈
川
県
の
条
例
（
平
成
十
一
年
神
奈
川
県
条
例
第
四

十
一
号
）
に
よ
り
、
都
市
計
画
法
の
開
発
許
可
制
度
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
神
奈
川
県
か
ら
権
限
を
委
譲
さ
れ
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
地
主
等
を
対
象
に
優
良
農
地
確
保
の
意
識
啓
発
を
図
る
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
等
を
行
う
市
町
村
に
対
し
て
、
財
政
的
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
農
林
水
産
省
及
び
国
土
交
通
省

に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
担
当
者
を
対
象
と
し
た
、
農
地
法
の
農
地
転
用
許
可
事
務
及
び
都
市
計
画
法
の
開
発

許
可
事
務
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
を
通
じ
て
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
含
め
た
農
地
法
等
の
違
反
事
案
へ
の
迅
速
な
対
応

に
つ
い
て
助
言
し
て
い
る
。

三


